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目黒区の給与・定員管理等について 

１ 総括 

（１） 人件費の状況（普通会計決算）    

区分 
住民基本台帳人口 

（7.1.1 現在） 
歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

5年度の 

人件費率 

6年度 280,775人 131,964,230 千円 4,681,485千円 23,246,738千円 17.62％ 16.74％ 

 

（２） 職員給与費の状況（普通会計決算）  

区分 
職員数

（Ａ） 

給与費 1 人当たり 

給与費 

（Ｂ／Ａ） 

（参考） 

特別区平均一人

当たり給与費 

給料 職員手当 期末・ 

勤勉手当 

計（Ｂ） 

6年度 1,951 人 

 

6,784,510 

千円 

2,803,628 

千円 

3,430,602 

千円 

13,018,740 

千円 

6,673 

千円 

6,577 

千円 

◆職員手当には退職手当を含みません。 

◆職員数は令和６年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、

定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含みません。 

◆給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務

職員の給与費が含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

 

（３） ラスパイレス指数の状況 

     

◆ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員 

数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給 

月額を１００として計算した指数です。 

◆（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、

地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合

を用いて補正したラスパイレス指数です。 （補正前のラスパイレス指数×（１+当該団体の地域手当支給割

合／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給割合）により算出） 

◆ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最

初の４月 1日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定されている職員を除い

ています。 
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（４） 給与改定の状況 

① 月例給 

区分 
人事委員会の勧告 

給与改定率  国の改定率 
民間給与（A） 公務員給与(B) 較差 (A)-(B) 勧告(改定率) 

7年度 406,322円 391,462円 
14,860円 

（3.80％） 
3.80％ 3.80％  3.62％ 

◆「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパレス比較し 

た平均給与月額です。 

 

②特別給（期末・勤勉手当） 

民間における特別給の支給状況を勘案し年間の支給月数を 0.20 月引上げる勧告となっています。 

なお、支給月数の引上げ分については、民間の状況を考慮し、一般職については、勤勉手当に割り振り、

管理職は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分します。 

区分 

人事委員会の勧告 
年間 

支給月数 
 

国の年間 

支給月数 
民間の支給 

割合（A） 

公務員の 

支給月数(B) 
較差 (A)-(B) 

勧告 

(改定月数) 

7年度 4.92月 4.85月 0.07月 0.05月 4.90月  4.65 月 

◆「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は 

期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 

 

（５） 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

① 給料表の見直し 

［ 実施  未実施］ 

 

 

 

 

 

 

② 地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（支給割合）国基準２０％に対し、目黒区においても２０％を支給します。 

（実施時期）平成２７年４月１日より実施 

（参考） 

支給割合 平成２６年度 
平成２７年度 平成２８年度以降の 

支給割合 ４月１日時点 遡及改定後 

国基準による支給割合 １８％ １８％ １８.５％ ２０％ 

目黒区の支給割合 １８％ ２０％ ２０％ ２０％ 

（給料表の改定実施時期） 平成２７年４月１日 

（内容） 

特別区人事委員会勧告に基づき、地域手当の支給割合を１８％から２０％に引上げることと合わせて、

一般行政職の給料表については、平均１．７％引下げる改定を行いました。なお、国の初任給との均

衡や人材確保の観点から、Ⅰ類初任給までの号給等については、引下げを行わないこととし、初任給

付近の号給等は引下げを緩和しました。 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当

の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 
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（６）その他見直し内容 

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施しました。（平成２７年４

月１日実施） 

 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在） 

 ① 一般行政職  

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

目黒区 38.7歳 305,235円 445,426円 385,066円 

東京都 42.3歳 325,837円 470,901円 409,944円 

国 41.9歳 332,237円 - 414,480円 

特別区平均 39.5歳 306,499円 434,733円 384,346円 

◆「平均給与月額」とは、給料と諸手当（期末勤勉手当・退職手当・寒冷地手当を除く。）を含んだ平均月

額です。 

◆「平均給与月額（国比較ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等

の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたも

の）で再計算したものです。 

 

② 技能労務職 

区分 

公務員 民間 参考 

平均 

年齢 
職員数 

平均 

給料 

月額 

平均 

給与 

月額 

（Ａ） 

平均給与

月額 

(国比較ベ

ース） 

対応する 

民間の 

類似職種 

平均 

年齢 

平均 

給与 

月額 

（Ｂ） 

Ａ／

Ｂ 

目黒区 
51.5 

歳 

141 

人 

285,138 

円  

390,471 

円 

351,116 

円  
- - - - 

 
うち用務 

57.4 

歳 

25 

人 

288,036 

円 

361,917 

円 

352,607 

円  
用務員 

48.8 

歳 

267,400 

円 
1.35 

うち清掃職員 
49.4 

歳 

74 

人 

288,180 

円 

415,379 

円 

356,3363 

円  

廃棄物 

処理業 

従業員 

48.0 

歳 

320,600 

円 
1.30 

うち調理 
55.4 

歳 

18 

人 

297,867 

円 

381,767 

円 

361,872 

円  
調理士 

42.7 

歳 

324,000 

円 
1.18 

東京都 
50.3 

歳 

1,189 

人 

289,995 

円 

391,360 

円 

357,218 

円 
- - - - 

国 
51.3 

歳 

1,703 

人 

294,567 

円 
- 

330,553 

円 
- - - - 

特別区平均 
58.3 

歳 

213 

人 

285,018 

円 

387,770 

円 

349,295 

円 
- - - - 
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区分 

参考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ 

目黒区 - - - 

 うち用務 6,037,615円 3,469,000円 1.74 

うち清掃職員 6,747,914円 4,457,900円 1.51 

うち調理 6,355,561円 4,273,000円 1.49 

◆民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています（令和 4年から令

和 6年の３か年の平均）。 

◆技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致

しているものではありません。 

◆年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公 

務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加 

えた試算値です。 

 

③ 教育職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

目黒区 37.4歳 335,580円 446,789円 

東京都 39.7歳 354,959円 458,724円 

特別区平均 38.0歳 340,103円 452,232円 

◆「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

◆「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など 

の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当

等を除いたもの）で算出しています。 

 

（２） 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在） 

区分 目黒区 東京都 国 

一般行政職 
大学卒 220,000円 225,500 円 

【総合職】230,000円 

【一般職】220,000円 

高校卒 182,000円 188,000 円 188,000円 

技能労務職 176,400円 185,400 円 － 

教育職（大学卒） 233,000円 241,700 円 － 

教育職（短大卒） 215,200円 225,600 円 － 

 

（３） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）  

区分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30年 

一般行政職 
大学卒 280,631円 375,262円 385,067 円 392,822円 

高校卒 240,900円 ― 円 ― 円 387,900円 

技能労務職 225,500円 ― 円 333,850 円 294,843円 

※   経験年数には、採用前の職歴等を加算した年数を含めます。 

※ 「－」は該当者がいないため、未掲載です。 
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３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

（１） 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）  

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
1 号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

６級 部長 15人 1.3％ 370,800 円 514,100 円 

５級 課長 59人 5.3％ 288,700 円 453,500 円 

４級 課長補佐 60人 5.4％ 260,300 円 427,600 円 

３級 係長・主査 220人 19.6％ 235,600 円 405,700 円 

２級 主任 305人 27.2％ 208,500 円 356,600 円 

１級 係員 462人 41.2％ 153,500 円 322,900円 

◆目黒区給与条例に基づく給料表の級区分による職員（定年前・暫定再任用短時間職員を除く。）数です。 

◆標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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（２） 国との給料表カーブ比較表（行政職（一）） 

 

 

（３） 昇給への人事評価結果の活用状況（目黒区） 

 

令和７年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している 〇 〇 

 

活用している昇給区分 
昇給可能な

区分 

昇給実績

がある区

分 

昇給可能な区

分 

昇給実績がある区

分 

上位、標準、下位の区分 〇 〇 〇 〇 

上位、標準の区分     

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ．人事評価を活用していな

い 
  

 活用予定時期   
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４ 職員の手当の状況 

（１）期末・勤勉手当（令和６年度） 

目黒区 東京都 国 

１人当たり平均支給額 

1,812 千円 

１人当たり平均支給額 

2,053 千円 
― 

（支給割合） 

◆ 一般職員 

期末手当   勤勉手当 

2.50月分   2.35 月分 

（1.40 月分） （1.15月分） 

（支給割合） 

◆ 一般職員 

期末手当   勤勉手当 

2.50月分   2.35月分 

（1.40月分） （1.15月分） 

（支給割合） 

◆ 一般職員 

期末手当   勤勉手当    

2.50月分   2.10月分 

（1.40月分） （1.00月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算 

・職務段階別加算    5～20％ 

・管理職加算     15～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算 

・職務段階別加算   3～20％ 

・管理職加算    15～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算 

・職務段階別加算    5～20％ 

・管理職加算     10～25％ 

◆（ ）内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。 

 

〇勤勉手当への勤務実績の反映状況（目黒区） 

 

令和７年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している 〇 〇 

 
活用している成績率 

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能

な成績率 

支給実績があ

る成績率 

上位、標準、下位の成績率 〇 〇 〇 〇 

上位、標準の成績率     

標準、下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）     

ロ．人事評価を活用していない   

 活用予定時期   
 

（２） 退職手当（令和７年４月１日現在） 

区分 
目黒区 国 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

支給率 

勤続 20年 18.00月分 24.55月分 19.6695月分 24.586875月分 

勤続 25年 28.00月分 32.95月分 28.0395月分 33.27075月分 

勤続 35年 39.75月分 47.70月分 39.7575月分 47.709 月分 

最高限度額 39.75月分 47.70月分 47.709月分 47.709 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

（2％～20％加算） 

定年前早期退職特例措置 

（2％～45％加算） 

退職時特別昇給 ４号給又は８号給  

◆「勧奨・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違に
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よることなく退職した場合も含みます。 

◆令和 6 年度退職者分の退職手当の 1 人当たり平均支給額は、自己都合:1,792 千円・勧奨:19,418 千円 

・定年:22,010 千円です。 

◆退職時の特別昇給 ・生命を賭して、善行を行った者の死亡退職の場合：4 号給 

・功績顕著な者が公務上の傷病により退職する場合：8 号給 

 

（３） 地域手当（令和７年４月１日現在） 

支給実績（令和６年度決算） 1,523,413千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 728,906 円 

支給対象地域 支給割合 支給対象職員数 国の制度(支給割合) 

目黒区 20％ 2,088人 20％ 

興津自然学園(千葉県勝浦市) 12％  2人  

                                                       

（４） 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在） 

支給実績（令和 6年度決算） 16,428千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和 6年度決算） 86,011円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和 6年度） 9.27％ 

手当の種類（手当数） 5  

手当の名称 
主な支給 

対象職員 

主な支給 

対象業務 

支給実績 

（令和 6年度決算） 

左記の職員に対

する支給単価 

特定危険現場 

作業手当 

施設課に勤務

する職員 

区の施設に設置される昇降機の

新設、修繕及び改修に伴う検査業

務 

420 円 従事した日 1 日

につき 420円 

水防本部設置

に伴う召集を

受けた職員 

当該年度の水防活動計画に定め

る警戒箇所における水防作業 

0円 従事した日 1 日

につき 1,060円 

福祉業務手当 福祉に関する

事務所に勤務

する職員 

生活保護法、中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律、

生活困窮者自立支援法、身体障害

者福祉法、知的障害者福祉法、老

人福祉法、児童福祉法、母子及び

父子並びに寡婦福祉法又は、売春

防止法に定める業務を行うため

の家庭等への訪問 

2,932,650円 従事した日 1 日

につき 490円 

児童相談所関

係業務手当 

児童相談所に

勤務する職員 

児童福祉法第 12 条第 2項に規定

する業務を行うための家庭訪問、

指導、相談等 

30,380 円 従事した日 1 日

につき 490円 

児童福祉法第 11 条第 1項第 2号

ホに掲げる業務 

0円 従事した日 1 日

につき 1,470円 
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防疫等業務 

手当 

保健所に勤務

する職員 

感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律第 6

条第2項及び第9項に規定する感

染症等の患者等に接する業務 

0円 従事した日 1 日

につき 700円 

感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律第 6

条第 3項(第 2号を除く。)及び第

4 項に規定する感染症の患者等

に接する業務 

198,710 円 従事した日 1 日

につき 310円 

感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律第 6

条第3項第2号に規定する感染症

の患者に常時接する業務に従事

する者が、家庭等に訪問すること

により、当該患者に接する業務 

3,780円 従事した日１日

につき 180円 

清掃関係業務 

手当 

清掃事務所に

勤務する職員 

廃棄物の処理を直接行う業務又

はこれに密接に関連する業務 

13,262,200 円 従事した日 1 日

につき 700円 

 

（５） 時間外勤務手当 

支給実績（令和 6年度決算） 894,369千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和 6年度決算） 442 千円 

支給実績（令和 5年度決算） 815,895千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和 5年度決算） 396 千円 

◆職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在

の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、

暫定再任用短時間勤務職員を含みます。 
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（６） その他の手当（令和７年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価（6 年度） 
国の制度

との異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績 

(6 年度決算) 

支給職員１人当た

り平均支給年額 

(6 年度決算) 

扶養手当 扶養親族を有する職員に生計費の一助と

して支給 

異なる 

 

 101,667 千円 182,198 円 

・配偶者 6,000 円  6,500 円 

・子   9,000 円  10,000 円 

・父母等 6,000 円  6,500 円 

・16～22 歳の子 1 人につき 4,000 円加算  5,000 円 

住居手当 

 

 

 

 

 

 

 

職員の住居費の一部を補うため、月額

27,000 円以上の家賃を支払っている者

に支給 

※平成 26 年 4 月 1 日より制度改正あり。 

～27 歳 27,000 円 

～32 歳 17,600 円 

～上記以降 8,300 円 
 

異なる 家 賃 負 担

者に最大 

28,000 円 

111,617 千円 174,675 円 

通勤手当 通勤に要する経費の一部を補うために運

賃等相当額を支給 

・交通機関利用者 1 か月当たりの支給限

度額 55,000 円 

・交通用具利用者 2,600～24,900 円 

 

異なる 交通用具

等の使用

距離区分

と支給額 

245,709 千円 134,121 円 

管理職手

当 

管理又は監督の地位にある職員に、その

職の特殊性に基づいて支給 

・部長及びこれに相当する職 127,600 円 

・重要かつ困難な事務を処理する課長の

職 101,500 円 

・課長及びこれに相当する職 92,300 円 

※給料月額の 7 割措置が適用される職員

に支給する場合は、適用される手当額に

100 分の 70 を乗じて得た額 

異なる 支給区分 

支給金額 

112,930 千円 1,152,343 円 

初任給調

整手当 

採用による欠員の補充が困難な職員につ

いて、その採用困難な状況や民間におけ

る賃金との較差等を考慮して支給 

支給期間に応じて 118,000～268,500 円 

 

異なる 支給区分 

支給金額 

3,233 千円 1,616,400 円 

休日給夜

間勤務手

当 

休日給…休日において正規の勤務時間中

に勤務することを命ぜられた職員に対し

て支給 

勤務 1 時間当たりの給与額×135／100 

夜間手当…正規の勤務時間における勤務

として午後10時から翌日の午前5時まで

の間に勤務した職員に対して支給。 

勤務 1 時間当たりの給与額×25／100 

 

同じ  42,388 千円 129,627 円 

宿日直手

当 

宿直勤務又は日直勤務に従事した職員に

対し、当該勤務の報酬として支給 

異なる 支給区分 

支給金額 

0 千円 0 円 
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管理職員

特別勤務

手当 

管理職手当を受ける管理又は監督の地位

にある職員が、以下に勤務した場合に支

給。職と勤務時間に応じて 4,000～

18,000 円を支給 

・臨時又は緊急の必要等により週休日又

は休日に勤務した場合に支給 

・臨時又は緊急の必要等により週休日等

以外の日の午前 0 時から午前 5 時まで

の間に勤務した場合に支給 

※給料月額の 7 割措置が適用される職員

に支給する場合は、適用される手当額に

100 分の 70 を乗じて得た額 

異なる 支給金額 

3,000 円～

18,000 円 

267 千円 53,320 円 

単身赴任

手当 

公署を異にする異動等に伴う転居のた

め、配偶者と別居し単身で生活すること

を常況とする職員に対して支給 

基礎額 30,000 円 

加算額 

100 ㎞以上 200 ㎞未満 6,000 円 

200 ㎞以上 300 ㎞未満 10,000 円 

300 ㎞以上      14,000 円 

 

異なる 支給金額 

30,000円～   

100,000 円 

0 千円 0 円 

義務教育

等教員特

別手当 

人材確保法の趣旨に沿うため、教育職員

の給与について特別の措置を講ずるため

支給 

その者の発令級号給に応じて 1,120～

4,150 円 

 

  1,025 千円 42,707 円 
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５ 特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在） 

区分 

給料月額等 

給料・報酬 地域手当 
（参考）特別区における給料・報酬の 

最高／最低額 

給
料 

区長 

副区長 

1,068,000円 

854,000円 

213,600 円 

170,800 円 

1,305,000円／921,600円 

1,042,000円／817,100円 

報
酬 

議長 

副議長 

議員 

913,000円  

798,000円  

603,000円  

－円 

－円 

－円 

  975,000円／863,700円 

  832,000円／770,400円 

  637,000円／600,200円 

期
末
手
当 

区長 

副区長 

（令和 6 年度支給割合） 

     3.60 月分 

議長 

副議長 

議員 

（令和 6 年度支給割合） 

     3.55 月分 

退
職
手
当 

 

区長 

副区長 

（算定方式）             （１期の手当額）   （支給時期） 

退職時給料月額×在職年数×450/100   19,224,000 円        任期ごと 

退職時給料月額×在職年数×306/100     10,452,960 円        任期ごと 

◆退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤め

た場合における退職手当の見込額です。 
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 ６ 職員数の状況  

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）  

（単位：人） 

区分
部門 令和6年 令和7年

13 13 0

376 387 11

86 86 0

800 794 ▲ 6

237 235 ▲ 2

1 1 0

18 18 0

224 233 9

196 187 ▲ 9

1,951 1,954 3

(68) (52) ▲ 16

110 111 1

(1) (0) ▲ 1

2,061 2,065 4

(69) (52) ▲ 17

小　　計

合　　計
<参考>
人口1万人当たりの職員数　73.15人

後期高齢者医療事業会計 13 13 0

介護保険事業会計 50 50 0

教育部門 減：学校統合事業の見直し、土木部門への振替

小　　計

公
営
企
業
等
会
計
部
門

国民健康保険事業会計 47 48 1 増：当初欠員補充

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政

議　　会

総　　務
増：持続可能な行財政運営のための仕組みづくり、ＩＴ
ガバナンスの確立への対応、国勢調査対応、戸籍振り
仮名対応

土　　木 増：区有施設見直し事業の推進、教育部門からの振替

計 1,755 1,767 12

衛　　生
増：保健所の執行体制強化
減：清掃作業職員の委託化

労　　働

商　　工

税　　務

民　　生
増：再任用短時間勤務職員の常勤職員への振替、子
ども・若者施策の推進
減：保育園、児童館・学童保育クラブの民営化

職員数 対前年
増減数

主な増減理由

 

◆職員数は一般職に属する職員数（再任用フルタイム勤務職員を含む。）であり、地方公務員の身分を保有する

休職者、公益的法人等への派遣職員などを含み、自治法派遣職員、特別職非常勤職員及び会計年度任用職員

を除きます。 

◆（ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。 
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（２）年齢別職員構成の状況（各年４月 1日現在） 

 

 

年齢
区分

23歳以
下

24歳～
27歳

28歳～
31歳

32歳～
35歳

36歳～
39歳

40歳～
43歳

44歳～
47歳

48歳～
51歳

52歳～
55歳

56歳～
59歳

60歳以上 合計

令和7年度 64人 239人 283人 213人 206人 177人 147人 140人 189人 223人 184人 2,065人
令和2年度 65人 234人 190人 208人 174人 143人 139人 212人 254人 238人 187人 2,044人  

※年齢区分については、年度末の年齢で表記しています。 

 

（３）職員数の推移（各年４月１日現在） 

年度
部門別

1,935 1,941 1,953 1,957 1,951 1,954 19 0.98%

うち一般行政職 1,747 1,754 1,762 1,765 1,755 1,767 20 1.14%

うち教育部門 188 187 191 192 196 187 △ 1 △ 0.53%

109 107 108 108 110 111 2 1.83%

2,044 2,048 2,061 2,065 2,061 2,065 21 1.03%

過去５年間の
増減数（率）

普通会計部門

公営企業等会計部門

総合計

２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年

 


